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Ⅰ．対馬森林組合（森林施業長期受託森林）の概要 

 

１．森林の所有者 ： 対馬森林組合森林施業等受委託契約者 ７１０名 

 

２．森林の管理者  ：  対馬森林組合 代表理事組合長 扇 次男 

            長崎県対馬市厳原町南室 22 番地１ 

３．認証の区域    ： 長崎県対馬市管内 ６団地（位置図添付） 

                       

４．対象森林面積  ：  １２，４８０．５１ha 

６団地： 対馬市厳原町・美津島町・豊玉町・峰町・上県町・上対馬町 

５．齢級別森林資源の構成 

【樹種・齢級別資源構成表】                           H19 年 4 月現在  

90.66 26.73 27.91 76.82 106.59 19.83 5.06 0.81 0.4 354.81
0 424 1200 4928 8831 1997 593 106 62 18141
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79.31 56.76 63.97 110.32 191.94 333.46 431.41 365.53 254.91 135.87 74.97 6.27 2.72 3.51 2.08 1.8 3.45 3.42 0.89 1.98 2124.57
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5.27 1.17 0.91 1.14 1.34 0.45 0.56 0.66 1.38 1.02 13.9
0 16 37 68 101 49 39 89 216 161 776

0.13 0.47 1.19 17.57 8.71 2.1 2.21 3.61 0.21 0.63 0.25 0.31 0.4 37.79
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0 1358 5987 13926 30342 41654 39463 64402 125730 197301 141549 97872 70165 71443 42549 19723 3437 3598 818 1203 972520
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６．森林の沿革・概要 

（１）地域の概況 

対象森林が所在する対馬市は、九州最北端、日本海の西側に位置する南北 82ｋｍ、東西 18ｋｍ

の細長い島で、70,866ｈａの面積を持つ、佐渡・奄美に次ぐ日本で３番目に大きな島である。 

対馬市は 2004 年 3 月 1 日に、対馬島の厳原町、美津島町、豊玉町、峰町、上県町、上対馬町の

６町が合併して誕生した。 
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北は朝鮮海峡を隔てて朝鮮半島に面し、南は対馬海峡を隔てて壱岐島、九州本土に面しており、

福岡県の博多港までの海路 138ｋｍに対して韓国の釜山までは、その半分以下の 49.5ｋｍの近さ

にある国境の島で、晴れた日には朝鮮半島を望むことができる。このような地理的条件のため、

古くから大陸との交流において対馬は重要な役割を担ってきた。 

島の地形は標高 200～300ｍの山々が、海岸まで迫るリアス式海岸の特徴を顕著にあらわしてお

り、島の中央部にある浅茅湾は、壱岐対馬国定公園に指定されている。 

全島の 9 割にあたる 63,302ha が森林で占められ、昭和 40 年代には、樹齢 80 年生を超えるヒノ

キが生産され、特有の色合い・ツヤ・香り豊かな「対州桧」として、広く内外に知られていた。

森林の内訳は、民有林が 58,131ha（92％）で、国有林が 5,171ha（8％）。民有林の人工林率は

34％で、これら人工林は、戦後、植林された林分が 80％を占め、間伐などの適切な森林管理が求

められている。厳原町の龍良山、美津島町の白嶽及び上県町の御岳には、原生林が残されており、

国の天然記念物に指定されている。 

また、島嶼である対馬には、対馬でしか見ることのできない動物や、大陸の流れをくむ生物が多

数生息している。 

対馬のみに生息する動物としては、国内希尐野生動植物種に指定されているツシマヤマネコをは

じめ、ツシマテン、ツシマジカ、ツシマサンショウウオなどがあり、また、大陸系の動物で国内

では対馬のみに生息するものは、ツシマクロアカコウモリ、チョウセンコジネズミ、チョウセン

モグラ、アキマドボタルなどが知られている。植物では、ハクウンキスゲやシマトウヒレンが対

馬のみに分布し、その他希尐な種として、大陸系のヒトツバタゴ、ダンギクなどがよく知られる。

その他、渡り鳥の中継地として、世界でも有数の野鳥観察地とされ、森林は、生物多様性の保全

上も重要な位置を占めている。上県町には、これらの野生生物の保護・研究を行う拠点として対

馬野生生物保護センターが設置されている。 

 

（２）対象森林の現況 

今回認証申請された森林は、対馬森林組合が、19 年度に再認定を受ける森林施業計画作成に当た

り、各森林所有者と森林認証への取り組みも含めた協議・調整を図った上で、森林施業等長期受

委託契約を結んだ 710 名の組合員の所有する森林 12,480.51ha である。 

対馬地域森林計画及び各市町森林整備計画により、森林はその重視する機能に応じて、「水土保全

林」「資源循環利用林」「森林と人との共生林」に３機能区分されており、対象森林における内訳

は、水土保全林：6,752.87ha、資源循環利用林：4,847.41ha、森林と人との共生林：880.23ha

である。 

森林資源の内訳は、スギ・ヒノキを中心とした人工林が 4,782.71ha で、天然林その他が、

7,665.14ha(森林資源の構成表参照)。人工林は、50 年生以下の要保育林分が 80％以上を占め、面

積的にはスギとヒノキがほぼ同割合であるが、齢級のピークがスギで９齢級に対し、ヒノキは７

齢級と若齢林では、圧倒的にヒノキの割合が高くなっている。 

保安林指定面積は、1,519.16ha で、内、水源かん養保安林が、1,198.55ha。 

なお、国定公園 1 種・2 種・3 種及び史跡（国の特別史跡「金田城跡」）に指定されている保護林

が、494.25ha 含まれている。 

団地別の森林の概況は、以下の通りである。 
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【団地別－森林の概況】面積（ｈａ）                    2008 年 1 月 

※１：その他保安林とは、「土砂流出防備・土砂崩壊防備・防風・魚つき」保安林 

※２：保護林は、国定公園 1 種・2 種・3 種及び史跡が含まれる。 

 

 

（３）森林の管理 

森林管理の担い手である対馬森林組合は、平成 13 年 12 月 1 日に上県郡、下県郡の２組合が広域

合併し『一島一組合』として発足した広域森林組合である。対馬市の森林整備を担う中核的立場

として、森林所有者に代わって、適切な森林整備を推進してきている。 

 

団地名 厳原 美津島 豊玉 峰 上県 上対馬 合計 

施業受託面積 4,714.06 380.58 462.35 434.87 3,179.38 3,309.27 12,480.51 

スギ 627.59 54.17 47.60 95.10 768.21 637.09 2,229.76 

ヒノキ 995.12 118.25 131.48 140.10 366.68 412.94 2,124.57 

クヌギ 236.76 17.82 8.03 23.78 51.28 17.14 354.81 

マツ 24.60  0.31  1.89 7.46 34.26 

その他広葉樹 7.26 1.01 5.23 3.06 5.06 7.03 28.65 

その他針葉樹 10.04  0.10  0.33 0.19 10.66 

人工林合計 1,861.37 191.25 192.75 262.04 1,193.45 1,081.85 4,782.71 

クヌギ 4.14 5.18 0.32  3.24 1.02 13.90 

マツ 27.38    5.33 5.08 37.79 

その他広葉樹 2,821.17 184.15 268.78 172.83 1,947.92 2,201.29 7,596.14 

その他針葉樹     12.62 4.69 17.31 

天然林合計 2,852.69 189.33 269.10 172.83 1,969.11 2,212.08 7,665.14 

水土保全林 3,139.83 182.85 281.17 304.47 1,430.86 1,413.69 6,752.87 

資源循環林 1,368.45 114.29 152.09 119.73 1,586.78 1,506.07 4,847.41 

共生林 205.78 83.44 29.09 10.67 161.74 389.51 880.23 

小計 4,714.06 380.58 462.35 434.87 3,179.38 3,309.27 12,480.51 

保安林面積 273.83 57.06 8.24 3.45 286.28 892.14 1,521.00 

(水源かん養) 253.76 48.87   75.10 820.82 1,200.39 

(その他)※1 20.07 6.35 8.24 3.45 211.18 71.32 320.61 

保護林※2 18.95 139.18   336.12  494.25 

成長量(㎥) 17,397 1,417 1,739 1,651 8,713 8,144 39,061 

人工林 11,903 998 1,367 1,084 6,547 5,452 27,351 

天然林 5,494 419 372 567 2,166 2,692 11,710 

人工林内 

路網密度(m/ha) 
22.9ｍ 6.9m 11.8m 18.8m 8.8m 12.3m 13.9m 
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【対馬森林組合の概要】 

・組合設立 ： ２００１年（平成１３年１２月１日） 

  ・所 在 地 ： 本  所   対馬市厳原町南室 22 番地１ 

                  南部支所    対馬市厳原町南室 22 番地１    

                  中央支所    対馬市豊玉町仁位 1360 番地５ 

                  北部支所   対馬市上県町佐須奈乙 821 番地１ 

         共販・加工所   対馬市美津島町洲藻キダラシ 820 番地 8 

  ・組合員数 ： 2,591 名（正組合員） 

   ・出資金額 ： 75,619 千円 

   ・役 員 数 ： 22 名（常勤理事 １名 非常勤理事 １７名 監事 ４名） 

   ・職 員 数 ： 24 名（一般職員 １１名 現業職員 ９名 常雇員 ４名） 

   ・事業収入 ： 401,086 千円（平成 18 年度） 

   ・素材取扱高： 105,912 千円  取扱量：7,122 ㎥（平成 18 年度） 

   ・保有機械 ： プロセッサ－２台、スイングヤ－ダ１台、グラップル１台、 

                  フォワ－ダ２台、バックホウ３台、グラップル車（８ｔ）１台 

                  クレ－ン付きトラック４台、木材人工乾燥機１基 

  ・保有資産 ： 木材加工場１棟 製品保管庫１棟  

山元貯木場１ヶ所（5,950 ㎡）・木材共販所併用 

   ・組合作業班： １２班 55 名 （平成１９年６月末現在） 

 

 

７．施業履歴・森林被害の記録（過去５年間）   

 【施業種別実績-過去 5 年】                    単位 面積：ha、作業道:m 

区分     年度 14 年度 15 年度 16 年度 17 年度 18 年度 計 

造  林 28.12 38.06 45.57 39.13 39.42 190.30 

下  刈 193.96 193.93 208.93 215.08 223.42 1,035.32 

枝打ち 36.72 26.56 31.06 42.31 18.56 155.21 

保育間伐 175.80 127.08 96.32 144.87 107.29 651.36 

利用間伐 28.25 45.95 47.06 40.98 38.78 201.02 

天然林改良 32.18 39.56 64.55 179.52 153.51 469.95 

複層林植栽 － － － － 0.41 0.41 

複層林下刈 0.28 － 1.29 0.10 1.03 2.70 

機能増進保育伐 － － － － 5.56 5.56 

主伐(広葉樹ﾁｯﾌﾟ等) 28.12 38.06 45.57 39.13 39.42 190.30 

作業道開設(m) 2,416 3,755 5,375 850 1,200 13,596 

  ※過去 5 年以内に人工林では主伐実績がなく、主伐は、チップ生産業者・シイタケ生産業者によ

る実績である。 
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【素材生産量－過去 5 年】素材生産量（m３）、椎茸原木（本） 

 14 年度 15 年度 16 年度 17 年度 18 年度 計 

素材生産量(間伐)    11,055 ㎥ 12,582 ㎥ 13,655 ㎥ 13,284 ㎥ 13,598 ㎥ 64,174 ㎥ 

素材生産量(ﾁｯﾌﾟ等) 2,080 ㎥ 2,816 ㎥ 3,372 ㎥ 2,895 ㎥ 2,917 ㎥ 14,080 ㎥ 

広葉樹（椎茸原木） 5,674 本 5,164 本 5,318 本 6,295 本 5,658 本 28,109 本 

※過去 5 年以内に人工林では主伐実績がなく、人工林素材生産量は全て間伐によるもの。 

 

【森林被害の記録と概況】 

 ツシマジカが、近年全島で急増し、造林木の剥皮・食害が、増加傾向にある。 

生息状況モニタリング調査等の結果によると、生息数は約 49,000 頭と推定され、適正な生息数（目

標頭数：3,500 頭）へと誘導するため、特定鳥獣保護管理計画に基づいて捕獲規制の緩和などが行わ

れているが、依然として高い生息数にある。 

経営林における対策として、防護策の設置や造林木への枝条巻き付け等の予防策を実施している。 

  

○過去 5 年間の状況   面積 a（件数） 

 14 年度 15 年度 16 年度 17 年度 18 年度 計 

気象災害面積 － －  2.32 (3) 11.49(8)  10.22(4)  24.03(15) 

森林火災面積 － － － － － － 

 ※気象災害は、台風による風倒木被害 

 

○過去 5 年間の鹿剥皮被害記録と対策実施状況 

 14 年度 15 年度 16 年度 17 年度 18 年度 計 

被害面積（ha） 89.29 95.16 26.75 46.97 81.63 339.80 

被害材積（ ㎥ ） 22,629 26,340 8,392 13,535 27,353 98,249 

防鹿ネット作設(m) 13,100 12,150 18,600 14,400 11,600 69,850 

枝条巻付(ha) 11.62 5.50 10.68 12.45 38.14 78.39 

 ※シカ被害は、全島広範囲で散発的に発生しているため、正確な数字は把握で規程なのが現状であ

る。そのため、被害面積及び材積は、対馬市全島の民有林における被害値である。 
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８．経営方針 

  対馬森林組合の経営方針の要約は以下の通り。 

【基本理念】 

●持続可能な森林経営を築くプロの森の番人として、合併後６年を経過した現在、将来の森林経

営の指針とすべき長期ビジョンを描き、その実現の為に対馬森林組合は、適切な森林管理を行う

先導的役割を果たして行く。 

●「適切な森林管理」それは、森林所有者のため、木材利用者のため、そして、地域のために森

林整備を通じて森林と海に多くの命を育み、木材生産を通じて豊かな生活空間と経済効果を実現

していく事である。私達は、日々、切磋琢磨し、緑豊かな森林を守り、それを支える技術を次世

代に受け継ぐチャレンジャーでありたい。具体的には、 

１）森林所有者と施業受委託契約を締結し、持続可能な森林経営の牽引役として、森林資源の循

環利用システムを構築し、雇用の増大と林業・木材関係者の経営に寄与する事により、組合本

来の社会的責任を果たして行く。 

２）着実な成果を上げるため役職員の意識改革と能力向上に努め、労働力の確保と労務体制の拡

充に努める。 

３）木材の需要対策として「つしまの木で家を造る会」をはじめとする関係団体と連携し、島内

の需給率の向上を図るとともに、島外に向けた対馬ひのきの普及・ＰＲ活動を積極的に展開す

る。 

４）森林関係法令と SGEC の基準・指標を遵守し、「幼（３）、壮（４）、老（３）」のバランスの

とれた森林管理を実現し、木材の定量安定供給を基軸とした持続可能な森林経営を目指す。 

【森林施業の取組み】 

１）長伐期施業による幼・壮・老の法正林を構築するため、計画的な施業を積極的に推進し、持

続出来る林業経営を確立し、安定した素材の生産量の確保を図る。 

２）管内の人工林の８０％が２５～５０年生に集中しているため、間伐を集中して実施し、森林

の持つ公益的機能を発揮し、質・量とも充実した森林づくりを推進する。 

 このため、１９年度に再認定を受ける森林施業計画の作成にあたり、各林家と協議 ・調整し、

５ヵ年間の間伐計画を樹立するとともに、森林施業等受委託契約書を締結する。 

    この計画に沿って地区ごとに集団化を推進し、効率的間伐施業を行う。 

併せて事業量を確保し、作業班・作業員の確保及び装備の充実を図る。 

   ３）ＧＩＳ（森林管理システム）を利用することにより、正確な森林の情報を把握し管理するこ

とができるので、不在村森林所有者等との連絡・協議を整え、隣接地等と一括し間伐作業の推

進に努める。 

４）対馬は四面を海に囲まれているため風衝地等、また地利的条件等で、林業経営林として価値

の低い人工林は、間伐を長期に渡り繰り返すことで、自然植生を回復させながら、大径木の混

在する針広混交林へと誘導する。 

５）漁業が最大の産業である対馬にとって、海の環境整備は重要なことであり、広葉樹林など多

様な森林を育成・整備していくことによって、海への栄養分の源とする。 

６）また、対馬は国の天然記念物であるツシマヤマネコを始めとして、固有の動植物が生息して

おり、これらを保護維持していくため、多様性を持つ広葉樹の整備を推進していく。 
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【対馬材利用の取組み】 

１）合併以来取組んできた、対馬ひのき販売の、促進プロジェクト会議の機能充実を促し、島内

においては、「つしまの木で家を造る会」との連携を強化し、現在の自給率 36％の向上を図る。

また、島外に向けては、定量供給による信頼関係を築く。 

   更に、認証取得後は、認証材流通システムを確立し、対馬ひのきのブランド化に繋げる。 

２）現行の対馬ひのき製品の需要拡大を図るため、数々のＰＲや供給体制を整備し、関連企業と

の協力関係の強化に努める。 

３）森林の管理経営に関する情報は、積極的に公開し、環境に配慮した木材を積極的に購入しよ

うとする消費者に信頼される対馬材を供給する。 

【森林・環境教育の取組み】 

１）行政と協力し、水産学校関係・環境保全グループとの学習会を開催することによって、森林

の保全の啓発活動を積極的に行う。 

２）「つしまの木で家を造る会」と連携し、『緑の尐年団』の指導育成事業を定期的に実施しなが

ら、活動拠点の【森づくり】を目指す。 

 

 

９．環境方針 

対馬森林組合では、関係法令及び SGEC 森林認証の基準・指標を遵守し、「持続可能な森林経営」

を目指すことを基本理念とし、地域林業の先導的な役割を果たすことを目的に以下の「環境保全に

関する基本方針」を定めている。概要は以下の通り。 

 

１）地球温暖化防止 

成長力が旺盛で生き生きとした活力にあふれ、長期間にわたって二酸化炭素を貯える森林を整

備・保全するため、以下の方針に基づき、森林整備を実施する。 

①森林施業計画に沿った森林整備を実施する。 

②適切な森林管理に必要な路網の整備に努め、整備にあたっては、コスト縮減や自然環境への十

分な配慮をする。 

③間伐等の必要な施業を適切に実施する。 

④間伐材、林地残材などの有効利用に努める。 

⑤森林整備に携わる人々に、林業機械等の取扱についての、安全講習や燃料・オイル類の無駄使

いを無くすための働きかけをする。 

⑥森林資源のモニタリングを推進する。 

⑦施業履歴等、森林の管理経営に関する情報は、積極的に公開し、環境に配慮した木材を積極的

に購入しようとする消費者に信頼される木材を供給する。 

２）生物多様性の保全 

対馬森林組合では、生物多様性の重要な構成要素である森林の適切な整備・保全が、生物多様

性の保全を含めた森林の有する多様な機能の発揮を図っていくことであるとの認識の下、間伐、

混交林化、複層林化等の適切な森林整備を推進することで、様々な動植物のくらす多様な生態系

の森林づくりを図っていく。 
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①多様な樹種、多様な林齢からなる森林づくりを推進する。 

②森林の適切な保全・管理により、上層木のみならず下層植生の発達した森林づくりを推進する。 

③生物多様性の保全に重要な水辺や尾根筋などに保護樹帯を設置し、広葉樹などの自然植生を誘

導する。 

④水辺林や海岸林などの機能維持に努め、針葉樹の一斉林となっている林分には、広葉樹の導入

を図るなどしてできるだけ自然林に戻していくこと、水辺に接する立木はそのままの状態で保

全する。 

⑤野生鳥獣による森林被害対策を推進する。 

⑥施業現場における生物多様性への配慮をする。 

⑦森林の健全度や生息する生物の状況を把握するためのモニタリングに努める。 

⑧「長崎県稀尐野生動植物の保護に関する基本方針」に基づき、専門家と協力して、地域の希尐

野生動植物に関する情報の把握に努め、適切な保護対策を実施する。 

⑨森林環境教育・森林とのふれあい活動の充実を図る。 

３）水源かん養及び土砂崩壊の防止 

山地災害等の防災対策については、近年の山地災害の発生形態の変化に応じた危険性の高い箇

所を把握するとともに、治山対策を推進する。水源地域においては、治山施設の整備と荒廃森林

の整備とを一体的に進めるほか、海岸林の保全も図る。あわせて、災害防備等の公益的機能の発

揮が特に求められる森林については、保安林としての指定を推進し適切な管理を図ることを基本

に、以下に取り組む。 

①「水源の森」流域の森林整備・保全に取組む。 

②一斉針葉樹林の造成を見直し、長伐期化や複層林への誘導、針広混交林化等の多様な森林整

備を進める。 

③水辺林・海岸林の整備・保全に努める。 

 ④保安林指定を増やし、新たな森林づくりをめざす。 

⑤作業にあたって使用する燃料・オイル類など化学物質が林内や河川などに流出しないよう細

心の注意を払う。 

⑥山火事防止・ゴミの持ち帰りなど、森林でのマナー啓発に努める。 

 

 

10．施業基準の概要 

対象森林では、昭和 30 年代前半からの拡大造林によって、7～10 齢級にかけての人工林森林資源

蓄積量は、約 94 万立方に達しており、全体蓄積量の 65％を超えている。 

対馬森林組合では、これら間伐適齢期の森林の間伐作業を最重要作業として位置づけており、森林

の持つ公益的機能を最大限に発揮できる林分に整備していくため、対馬市森林整備計画に準拠した「生

物多様性に配慮した施業指針」を定めて、森林の整備にあたることとしている。 

基本方向及び施業基準の概要は下記の通り。 
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【林相別の管理方針】 

  ①人工林（スギ・ヒノキ）   

管内の森林の人工林率は 34％であり、スギとヒノキが相半ばする。令級構成は 8～10 齢級が最

も多く、続いて 11 齢級・7 齢級となっている。この林分においては、間伐作業を的確に実施するこ

とにより、森林資源の充実と公益的機能を発揮するような森林づくりが最重要である。 

・水土保全林は、公益的機能を充分に発揮させるため、間伐を繰り返しながら、下層植生の育成を

図り、長伐期施業に転換する。 

・長伐期を目標とする若齢林分については、4～7 齢級間に定性間伐を 2～3 回実施して、不良木・

劣勢木を整理し、林分の質・量の充実図る。 

・標準伐期を超えた林分については、利用間伐を繰り返し行い、長伐期施業に転換していく。特に

尾根筋や風衝地は地況・林況に適応した施業方法を選択し、間伐を繰り返し実施して自然植生の

導入を図り、天然林への転換を図る。 

・ヒノキ高齢林分については、数回に分けて弱度の間伐を繰り返し、下層植生の育成を図りながら、

長伐期に誘導し、対馬ヒノキブランドの質・量を高めていく。 

・利用間伐の実施においては、林況・地況を考慮し、列状間伐を積極的に採用する。 

・地利的障害で搬出が困難な人工林、経済林として価値の低い林分は、強度の間伐により下層植生

の育成を促進し、環境の維持に留意し、数回の間伐により長伐期・大径木施業に誘導する。主伐

後は下層植生の天然林育成施業により広葉樹林へ転換する。 

 

  ②天然林 

天然林の樹種は各地域により異なるが、ナラ類の落葉樹とシイ・カシ類の常緑樹とに 大別され

る。昭和３０年代迄は、木炭生産の原木林として活用されたが、化石燃料の 発達により衰退した。

昭和４０年代に入り、シイタケ生産が盛んになり原木の供給林として活用されたが、輸入シイタケ

機能区分 重視する機能 目標とする森林 施業指針等 

水土保全林 水源涵養機能 

国土保全機能 

 

水源涵養等公益的機能を持つ森林を

高度かつ継続的に発揮し、安定的な

林業経営の基盤となる森林づくり 

間伐の保育施業 

長期育成循環施業 

機能増進保育施業 

天然林整備施業 

資源循環利用林 木材生産機能 

 

公益的機能を維持し、木材等森林資

源の充実を図り、木材供給が円滑に

循環できる森林づくり 

間伐の保育施業 

長期育成循環施業 

機能増進保育施業 

天然林整備施業 

森林と人の共生林 生物の多様性 

の保全及び環 

境保全機能 

広葉樹林施業等の実施により自然環

境の整備を行い、対馬固有の生物を

維持・増殖するとともに地域周辺と

の景観の調和を図り、市民との交流

の場となる森林づくり 

天然林整備施業 
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による価格の下落や、生産者の高齢化等により低迷している。 しかし、シイタケは基幹作目であ

り、今後自然食品が志向される傾向にあり、生産を維持・増産していくため、優良原木林の造成が

必要であり、天然林の整備を推進していく。 

・常緑樹を主体とした自然度の高い天然林、尾根筋や風衝地・水辺などに生育する天然林は、対馬

固有の生物を維持・増殖を高める活動の場として重要であり、また、地域周辺との景観の調和を

図り、土砂の流失や濁水を防止し、対馬を取り巻く海へ豊潤で栄養価の高い水とプランクトンを

供給し、魚介類を育み、対馬の基幹産業である漁業の振興へと繋がり、また、現在問題化してい

る「磯焼け」に対しても森林の樹影等により海草の育成を促し、防止回復する一助となっている。

これら天然林については、保全を前提とした施業方法を選択し、大径木の生産を目指しつつ、広

葉樹資源の育成を図る。 

・ナラ等を主体とする広葉樹林は、対馬どんこしいたけの原木資源として活用するため、萌芽更新

を主体とした整備・利用を推進していく。 

・その他薪炭林跡等に成立した二次林については、環境への負荷が尐なく、人工造林に適した箇所

については人工造林を行う事が出来るものとし、伐採にあたっては、基本的に大面積にわたる皆

伐は行わず、小面積分散型（5ha 以下）の伐区とし、林地の保護と生物の保護のため、尾根筋、

沢筋、林縁等に保護樹帯（概 20ｍ）を設定する。 

・これら整備にあたっては、ケヤキ・カヤ・モミ・ヤマザクラ・クス・キリ等の有用樹種は、積極

的に保存し、大径木へと誘導する。 

 

  

11．地域との連携 

過疎化、高齢化が進む地域の中で、森林所有者に代わって、地域森林整備・林業の中核的役割を

担う、対馬森林組合の存在は、ますます大きくなっている。 

こうした中、同組合では、組合員全員に呼びかけての地区説明会を島内各地で実施しており、地

域の組合員と一体となった組合運営を目指してきている。これらの取り組みが、地域の信頼を得る

ことに繋がり、1 万 2,000ha を超える「森林施業受委託契約」の締結に結びついている。 

また、地域雇用の拡大と森林整備の担い手対策として、平成 17 年度から、「緑の雇用担い手育成

対策事業」を取り入れ、毎年 3 名程度の研修生を受け入れている。 

 

 

12．森林環境教育 

対馬森林組合では、地域の工務店関係者などと連携して、森林の持つ多様な機能や森林整備の必

要性、木材利用の環境優位性などの啓発を目的とした「緑の尐年団」の指導育成に取り組んでおり、

自然観察教室、木工体験教室を定期的に開催している。 

また、行政と協力しながら、水産業普及指導センターや農業改良普及センターとの異業種協議会

を立ち上げ、学習会などを開催しており、森林保全の啓発活動の推進に寄与してきている。 
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13．巡視及びモニタリング 

対馬森林組合における巡視及びモニタリングは、現場担当者が各団地の巡視を行い、森林災害の

被害状況及び、森林の現状等を把握し、報告する体制をとっている。また、施業時には必ず、森林

調査と標準地調査が実施されており、その結果は行政に集積・報告されて、森林現況データの精度

向上に活かされている。 

なお、対馬には、国内希尐野生動植物種に指定されているツシマヤマネコを始めとする固有の動

植物が数多く生息しており、環境省の対馬野生生物保護センターが設置されている。対馬森林組合

は、地域の森林の守り手としても大きな期待を担っており、同センターなどが行う痕跡調査などの

モニタリング調査に積極的に協力している。 
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12 対馬森林・林業ガイド（長崎県対馬地方局）  

13 対馬市森林機能区分図（ゾーニング図：1/20 万）  

14 対馬市保安林位置図（1/20 万）  

15 対馬森林組合の概要  

16 対馬森林組合の経営方針  

17 森林管理の基本方針  

18 環境保全に関する基本方針  

19 生物多様性に配慮した施業指針  

20       「認証森林」伐採・搬出作業マニュアル  

21       作業路作設マニュアル  

22       作業現場における油類の取扱いマニュアル  

23       林業薬剤管理マニュアル  

24 労働安全に関する基本指針  

25 災害・事故緊急連絡体制図（南部・中央・北部支所）  

26 森林災害対策指針  

27       森林火災予防と発生時のマニュアル  

28 災害緊急連絡網及び出動体制フロー  

29 対馬市災害対策本部組織図        

30 対馬市火災消防緊急連絡及び出動体制フロー  

31 対馬森林組合モニタリング調査実施要領  

32       ツシマヤマネコ等保護対策マニュアル  

33       対馬の希尐な野生動植物リスト（森林）  

34 長崎県環境基本計画（概要版）  

35 「レッドリスト」（長崎県）  
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36 長崎県の自然保護マップ (長崎県：1/200000)  

37 「長崎県の文化財」公開マップ (長崎県)  

38 対馬の巨木と自然（対馬観光協会）  

39 壱岐対馬国定公園区域及び公園計画図（環境省：1/50,000）  

40 国内希尐野生動植物種「ツシマヤマネコ」（対馬野生生物保護センター）  

41 ツシマヤマネコ－第三次生息調査結果（対馬野生生物保護センター）  

42 長崎県天然更新完了基準（長崎県）  

43 特定鳥獣（対馬のシカ）保護管理計画の概要（長崎県）  

44 対馬の入会林野整備状況（長崎県対馬地方局）  

45 ながさき水源の森について（長崎県）  

46 ながさき水源の森緊急整備の実施に関する協定書  
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Ⅱ．審査経過 

 

１．対馬森林組合森林施業等長期受託森林の審査経過 

 

審査は、(社)全国林業改良普及協会の児島裕、春海賢一、山下友一の３名が担当した。 

 

【審査申込】 

 

平成 19 年 10 月 22 日／審査申込 

（内 容） 

１．『緑の循環認証会議』SGEC 森林認証の考え方 

２．基準・指標・ガイドラインの説明 

３．審査手順及び毎年の管理審査の説明 

４．審査申込書の受付 

５．確認資料の説明 

 

【企画審査】 

 

平成 19 年 12 月 5～7 日／「企画審査」での現地確認 

 

（審査員） 

(社)全国林業改良普及協会 認証審査ｾﾝﾀｰ 児島 裕 

 

（場 所） 

対馬森林組合(本所・中央支所・北部支所) 

森林施業受託森林（上対馬町・上県町・豊玉町・美津島町・厳原町団地） 

 

（立ち会い者） 

対馬森林組合 代表理事組合長     扇 次男 

        業務課長        上原正康 

        業務課・指導課課長補佐 園田 茂 

 

（聞き取り対象者） 

長崎県対馬地方局農林水産部林業課長  出田龍彰 

         林業課普及班専門幹  吉岡信一 

対馬市農林水産部農林課 主幹     里中秀明 

対馬野生生物保護センター 

対馬ｸﾞﾘｰﾝ･ﾌﾞﾙｰツーリズム協会事務局長 柚木 修 
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対馬林業懇話会 会長         吉田 寛 

美津島町漁業協同組合 副組合長    西山吉春 

上対馬鰐浦区区長           宮原美冨   他 森林組合理事等 

 

（内 容） 

対象森林の所有者である森林組合員(森林組合理事等)及び関係者に集合してもらい、SGEC 森林認

証制度の説明会を実施するとともに、対象森林の自然条件、地域的特性、施業状況、社会環境を把握

するため、抽出した現地で下記内容の調査を行った。 

 

１．対馬森林組合及び組合員の SGEC 基準・指標等、諸規定の遵守意思の確認 

２．現地調査による管理森林の管理状況の把握 

３．森林の概況・林業・林産業の状況について聞き取り及び関連資料の確認 

４．地域森林計画及び市町村森林整備計画における指定施業要件等の確認 

５．森林簿・及び森林計画図の現地照合 

６．対馬におけるシカの生息状況とシカ害等森林被害の状況・対策について 

７．入会林野の整備状況等、地域社会の森林の利用権について 

８．国定公園、県指定の環境保全地域、自然環境・文化財等について 

９．対象地域の自然環境及び野生動植物の状況について 

10．希尐野生動植物種の生息状況について 

10．ツシマヤマネコ等の希尐野生動植物種の保護地等・保護状況について 

11．地域における森林環境教育・レクリエーション活動について 

 

 

 

平成 20 年７月１日／審査要件の設定 

 

（内 容） 

「企画審査」での現地確認の結果等により、ＳＧＥＣの基準・指標・ガイドラインに基づいた別紙「全

林協審査判定表」の 70 項目を「審査要件」として決定し、申請者に「審査要件」を伝えた。 
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【確認審査】 

 

平成 20 年 7 月 14 日～18 日／「確認審査」での現地確認 

 

（場 所） 

 対馬森林組合(本所・中央支所・北部支所・洲藻共販所) 

森林施業受託森林（上対馬町・上県町・峰町・豊玉町・美津島町・厳原町団地） 

 

（審査委員） 

  元東京大学教授・農学博士       山根明臣 

 

（審査員） 

(社)全国林業改良普及協会認証審査ｾﾝﾀｰ   児島 裕 

      同        専門審査員 春海賢一 

 

（立ち会い者） 

対馬森林組合 代表理事組合長      扇 次男 

        業務課長         上原正康 

        業務課・指導課課長補佐  園田 茂 

        北部支所長        大石辰慶 

        中央支所長        俵 英二 

 

（聞き取り対象者） 

長崎県対馬地方局林業課普及班専門幹   吉岡信一 

         林業課林業普及指導員  銭坪司剛 

         林業課林業普及指導員  溝口哲生 

森林所有者               扇 作エ門 

森林所有者               佐護計理 

対馬森林組合作業班 班長        初村勝則 

対馬野生生物保護センター ｱｸﾃｨﾌﾞﾚﾝｼﾞｬｰ 前田 剛 

有限会社石井興産 代表取締役      石井弘泰 

(株)伊万里木材市場 山林素材部長    山口英樹 

 

（内 容） 

「確認審査」での現地調査、及び森林所有者、行政関係者、利害関係者への面談を行い下記事項の確

認を行った。 

１．対馬森林組合の森林管理状況の把握。 

２．対象森林に関する確認資料の内容について、質疑応答及び関連資料の確認。 

３．強度間伐実施地における高木性樹種の更新状況について。 
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４．シイタケ原木及び広葉樹チップ生産における皆伐・天然更新地における植生の回復状況。 

５．特定鳥獣(対馬のシカ)保護管理計画及び有害鳥獣捕獲の実施状況について 

６．野生動物等の生息状況モニタリング調査及び森林資源モニタリング調査の実施状況について 

７．天然記念物・国内希尐野生動植物種指定種であるツシマヤマネコの生息状況と保護対策について 

８．SGEC 森林認証の取得についての対馬森林組合の取組について 

９．対馬森林組合の地域に対する貢献について 

10．地域での労働安全対策と実施状況について森林組合関係者から聞き取り 

11．作業班等現場作業者の社会保障等への加入状況、労働安全対策について 

12．林地の保全や環境配慮事項についての受託作業者への指導状況について 

13．間伐山土場での間伐材の分別・表示の仕組み確認 

14．搬出→市場における森林組合生産材の分別・表示の状況確認 

15．木材価格の動向と対馬産材の市場での評価について 

 

【審査判定】 

 

平成 20 年 9 月 19 日／審査委員会 

 

（委員名） 

元東京大学教授・農学博士       山根明臣 

元東京農業大学教授・農学博士     河原輝彦 

木構造振興（株）専務取締役・農学博士 西村勝美 

東京農工大学教授・農学博士      土屋俊幸 

(社)林木育種協会理事長        真柴孝司 

 

（事務局） 

(社)全国林業改良普及協会 専務理事  渡辺政一 

(社)全国林業改良普及協会       児島 裕 

(社)全国林業改良普及協会       野田昭一 

(社)全国林業改良普及協会       宇佐美均 

(社)全国林業改良普及協会       山下友一 

 

(内容) 

「審査要件」及び「確認審査」内容に基づいた審査結果を審査委員会に諮り、審査決定を行った。 

 提示資料及び現地確認審査による審査判定表の内容から、対馬森林組合森林施業等長期受託森林は

SGEC 森林認証に値する森林であるものと認められた。 

 （判定内容については、判定事由書参照） 
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Ⅲ．判定事由書 

 

対馬森林組合森林施業等長期受託森林の審査における判定事由 

 

【森林認証審査判定】 

「企画審査」により、ＳＧＥＣの定める基準・指標・ガイドラインに準拠した全林協審査判定表「対

馬森林組合森林施業等長期受託森林」のとおり、70 項目を「審査要件」として決定した。 

「審査要件」に基づき「確認審査」を行い、審査判定について審査委員会に諮ったところ、 

対馬森林組合森林施業等長期受託森林は、認証に価すると判定された。 

 なお、審査委員会により、下記９項目について、「向上目標」が付記された。 

 

【向上目標】 

１．一部団地の公的森林簿データが不正確であることから、データ精度のより向上を図るため、全国

的に進みつつある GIS の導入を急ぐなど、検討を願いたい。 

 （基準１－３） 

２．対馬は、島内のみに生息・生育する生物などが数多く見られる地域であり、絶滅のおそれのある

野生生物種の保護について、職員等への教育を徹底し、「モニタリング調査実施要領」による現地

調査等を定着させる必要がある。 

 （基準２－３） 

３．設置が不十分な林分における保護樹帯の整備がのぞまれる。 

また、過去の植栽地の内、一部尾根筋等に見られる成長不良の人工林については、暫時コナラ等

の有用広葉樹への林種転換を進めることが望ましい。 

 （基準３－２） 

４．モニタリングの励行により、団地ごとの経済的、社会的、生態的な特性を十分に把握し、長伐期

施業に求められる、よりきめ細かな林分管理計画の策定が望まれる。 

 （基準４－１） 

５．森林所有者とともに、立木買受者に対する「「認証森林」伐採・搬出作業マニュアル」の指導・徹

底を図り、これら地域林業関係者の協力の下で、地域の実態に適合した環境負荷の尐ない伐採・搬

出技術の実証を、追求していくことが望まれる。 

 （基準４－２） 

６．間伐をより推進するため、作業路網の整備に努めるとともに、「提案型施業」をさらに進め、森林

所有者の一層の理解を得られるよう努めることが望ましい。 

 (基準４－６) 

７．組合職員は、認証対象森林に生息・生育する動植物の把握及び生物多様性の保全に関する知識の

習得に努めるとともに、作業班員への教育指導を徹底し、従業者、受託者等と持続可能な森林経営

に関する知識・技術の共有に努めること。 

 (基準５－３) 

８．森林認証取得後は、対馬森林組合の PR 及び、持続可能な森林経営の模範となる展示林の設置が
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望まれる。 

 (基準６－４) 

９．施業前後の標準地調査等は、これまでにも行ってきているが、生物多様性の保全も含めたモニタ

リングは、端緒についたばかりであり、計画的な実行が必要である。 

 (基準７－１) 

 

 

【判定事由】 

 

基準１ 認証対象森林の明示及びその管理方針の確定 

 

１－１．土地、森林資源などの所有者・管理者が明確である。 

 

 １－１－１／妥当である 

森林認証の対象森林(以下：対象森林)は、対馬森林組合（以下：同森林組合）が、森林所有者との長

期森林施業等受託契約により管理する対馬森林計画区・対馬市管内の森林、6 団地、12,480.51ha で

ある。 

契約者全員の「森林施業等受委託契約書」及び、「森林施業等受委託森林位置図」、「森林簿」、「森林施

業図」を基に、林分を現地で確認した。 

 

１－２．対象森林の所在場所別面積、人工植栽に係る森林の区別（人工林、天然林別）、 樹種又は

林相、林齢及び立木材積が明らかな森林調査簿類が常備されている。 

 

 １－２－１／妥当である 

同森林組合は、上記契約地の「森林簿」を常備しており、これらは、オルソデータ及び実地調査に基

づき、５年おきに更新されている。 

 

１－３．対象森林の位置が、現地及び図面上で明瞭である。 

 

 １－３－１／妥当である(向上目標付記) 

対馬市では、現在、国土調査が進行中であり、図面データの精度向上が、待たれるところである。 

同森林組合では、現状の「施業図」及び「林相現況図」(1/5,000)を基に、施業前の実測やオルソデー

タを活用し、現状の正確な把握に努めていることを確認した。 

 

１－４．森林計画制度の森林施業計画あるいはそれに準じた管理計画が樹立されている。管理計画の

中で、森林所有者等が自らの意志で、持続可能な森林の管理・経営に関する基本方針が策定されて

いる。 

 

 



 21 

 １－４－１／妥当である 

対象森林は、同森林組合が森林所有者と「森林施業等受委託契約」を取り交わして管理する森林で、

全ての森林で、森林施業計画(H20 年～24 年)が樹立され、認定されていることを確認した。 

また、同森林組合では、上記施業計画書を補完するため、「対馬森林組合の経営方針」「環境保全に関

する基本方針」等を定め、実行に移していることを確認した。 

 

 １－４－２／妥当である 

対象森林は「地域森林計画」及び「市町森林整備計画」に基づいた森林施業計画により、水源かん養

機能又は山地災害防止機能を重視する「水土保全林」、生活環境機能又は保健文化機能を重視する「森

林と人との共生林」、木材等の生産機能を重視する「資源の循環利用林」に区分され、各々「目指すべ

き林相」と施業の考え方が明示されている。 

 

 １－４－３／妥当である 

同森林組合では、「環境保全に関する基本方針」を定め、「島内には、ツシマヤマネコをはじめとする

希尐な動植物が生息している。これらの種が生息できる多様な森林環境づくりに努め、共存を図って

いくことが重要である」との認識の下で、「持続可能な森林経営を目指す……対馬森林組合では、関係

法令及び SGEC 森林認証の基準・指標を遵守し、地域林業の先導的な役割を果たす」ことを明示して

いる。 

 

１－５．森林管理計画に即した森林管理を実行しうる管理体制と経営が行われている。 

 

 １－５－１／妥当である 

対象森林の管理は、同森林組合の本所が統括し、地域ごとに北部支所(上対馬・上県)、中部支所(峰・

豊玉・美津島)、南部支所(厳原)を設けて管理している。 

同組合常勤職員は 24 名で、技術水準は高い。実行組織としては、12 班 61 名の作業班があたってい

る。 

 

 １－５－２／妥当である 

同森林組合は、SGEC 森林認証に取り組むにあたって、「対馬森林組合の経営方針」「森林管理の基本

方針」「環境保全に関する基本方針」等を定め、持続可能な森林経営に向けて継続的な改善に取り組ん

でいることを確認した。 

 

基準２ 生物多様性の保全 

 

２－１．生物多様性保全のための計画は、ランドスケープレベルの管理方針が定められているととも

に、主要な森林タイプについて林分レベルの管理方針が定められている。 

 

 ２－１－１／妥当である 

生物多様性保全に関する管理方針としては、対馬地域森林計画及び、対馬市森林整備計画によって、
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「「多様な樹種・林相からなる森林」、「林木が適度な間隔で配置されている森林」、「郷土樹種を主体と

する森林」、「原始的な自然環境を保持し、貴重な動植物の生息・生育している森林」等、目的に応じ

た森林整備及び保全を、自然条件及び社会条件に応じて推進すること」とされている。 

同森林組合では、上記に準拠し、「対馬森林組合－生物多様性に配慮した施業指針」（以下/施業指針）

を定めて、施業に当たっている。 

 

 ２－１－２／妥当である 

対馬は、原生林や自然林が良く保存されている地域である。原生林とされる「龍良山原始林」や「洲

藻白嶽の原始林」等は、貴重な植生を維持している地域として知られ、その他にもツシマヤマネコに

代表される貴重な動物の生息地域として、上県町御嶽地区等がある。これらは、今回の対象森林に含

まれていないが、「対馬地域森林計画」により、保護・管理等の指針が示され、天然記念物や国定公園

特別保護地区、鳥獣保護区特別保護地区、保護林等として、バファゾーンも含めて適正な管理がなさ

れていることを確認した。 

 

２－２．対象森林内で生物多様性の確保に重要な構成要素（原生林、天然林、里山林、 

 草地、湿地、沼、農地など）が地図上で明らかにされ、それらの管理方針が定められている。 

 

 ２－２－１／妥当である (向上目標付記) 

生物多様性の確保に重要な構成要素は、「長崎県の自然保護マップ」、「対馬の巨木と自然」、「国定公園

区域及び公園計画図」等に明示されており、それらは、水系などとともに同組合の団地別林相現況図

に記録している。 

希尐動植物種については、「対馬森林組合モニタリング調査実施要領」により、保護すべき「希尐な野

生動植物リスト」を森林組合職員に配布し、記録に努めている。 

なお、国内希尐野生動植物種に指定されているツシマヤマネコなど重要種の保護のために、地域の専

門家の監修による独自の「ツシマヤマネコ等保護対策マニュアル」を作成し、生息環境の向上を図る

ための森林整備に取り組んでいる。 

 

 ２－２－２／妥当である 

対象森林は島嶼部であるため、大きな渓流・水辺林は尐ないが、北部の舟志地区等に、珍しい水辺の

モミ純林等がよく保全されている。 

同森林組合では、施業指針において、「沢筋に水辺林を適宜設置(幅 20ｍ程度)し、針葉樹の一斉林と

なっている林分は広葉樹の導入を図り、できるだけ自然林に戻していく」とし、水辺林の保全、拡大

に努めている。 

 

２－３．絶滅危惧Ⅰ類、絶滅危惧Ⅱ類、準絶滅危惧に属する種及びその生息地の保護が 

 図られていること。 

 

 ２－３－１／妥当である (向上目標付記) 

「ながさきの希尐な野生動植物(長崎県版 RDB)」をもとに、「対馬の希尐な野生動植物リスト」を作
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成して、職員等に配布している。 

前記モニタリング調査等によって、貴重な動植物が生息・生育することが確認された場合は、環境省

「対馬野生生物保護センター」などと連絡をとりながら、適切な保護対策をとれる体制にあることを

確認した。 

 

 ２－３－２／妥当である 

国内希尐野生動植物種に指定されているツシマヤマネコなど重要種の保護のために、地域の専門家の

監修による独自の「ツシマヤマネコ等保護対策マニュアル」を作成し、生息環境の向上を図るための

森林整備に取り組んでいる。 

 

２－４．下層植生を含め自然植生の保護に努めること。 

 

 ２－４－１／妥当である 

同森林組合では、公益的機能を最大限に発揮させるための間伐を最重要作業として位置づけており、

調査地では、林縁植生及び下層植生が消滅したような林分は見られなかった。 

希尐動植物については、情報収集にあたっており、確認された場合は、専門家の指示を仰いで、保護

対策を講ずることとしている。 

 

２－４－２／妥当である 

対象森林は、原則的に動植物の採取を禁止している。狩猟については、鳥獣保護法等に従って管理さ

れている。 

 

 ２－４－３／妥当である 

過去に、テーダマツなどが導入された経緯はあるが、自然交雑などの影響は見られない。近年の造林

樹種は、長崎県推奨の苗木を選定しており、対象森林への外国産等の樹種の導入は無い。 

 

 ２－４－４／妥当である 

同森林組合では、「作業路作設マニュアル」を作成し、入念な事前調査によって切盛土量をできるだけ

尐なくする(1.4ｍ以下)線形を選ぶことや、土留・横断溝などに支障木などの現地調達した小径木を積

極活用するなど、小動物の生育・繁殖に対する配慮を行っている。 

なお、公共で設置された林道等においても、ツシマヤマネコなどの移動を妨げないためのコリドーの

設置や、同組合で生産した丸棒の活用などが、積極的に導入されていることを確認した。 

 

 

基準３ 土壌及び水資源の保全と維持 

 

３－１．土壌及び水資源の保全に与える影響を事前に把握し、森林管理計画や実施過程における悪影

響を最小化する。 
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 ３－１－１／妥当である 

伐採、路網開設に当たっては、事業開始以前に現地踏査を行い、必要な場合には専門家の意見を参考

の上、事業実施の適否を決定することとしている。 

なお、同森林組合「環境保全に関する基本方針」において、「対馬ではリアス式海岸を利用した、水産

業（真珠・養殖）が盛んに行われていることから、森林が海の環境にもたらす影響は大きく、森林の

公益的機能による森林の役割は大きく対馬の生活に最も密着した資源となっている。こうしたことか

ら、森林が発揮している公益的機能を維持・増進し、守っていくことが重要である」との認識を示し

ている。 

 

 ３－１－２／妥当である 

地域森林計画及び市町村森林整備計画によって、土壌・水系の保全のために配慮が必要な場所は「水

土保全林」として区分され、施業の基本的方法とともに計画図に明示されている。 

なお、長崎県では、水源林として特に重要な森林を「ながさき水源の森」として認定して、優先的に

整備を行っており、対馬管内では、13 カ所が認定されている。 

 

３－２．伐採に当たっては、風が強く当たる尾根筋、水系及び道路沿いには適切な保護 

 樹帯を設けている。 

 

 ３－２－１／妥当である (向上目標付記) 

人工林の尾根部には、シイ・カシなどの広葉樹からなる保護樹帯が適切に設けられている。 

なお、沢筋において、水辺までスギが植えられている林分が一部で見られたが、施業指針に従い、自

然植生の導入を図る意向を確認した。 

 

 ３－２－２／妥当である 

上記の通り、おおむね良好である。 

水辺の保護樹帯については、同組合施業指針「沢筋に水辺林を適宜設置し、針葉樹の一斉林となって

いる林分は広葉樹の導入を図る」に基づき、間伐の際に水辺の広葉樹を残すなど、改善を図っている

ことを確認した。 

 

３－３．森林の伐採集運材に当たっては、近隣の水資源や土石流出防止機能などへの影響を考慮し、

地表面の保護が図られるよう慎重に配慮されている。 

 

 ３－３－１／妥当である 

山地災害の防止、水源かん養機能等の機能を重視する森林は、地域森林計画及び市町村森林計画にお

いて「水土保全林」とされ、同森林組合「経営計画」及び「施業指針」は上記の基準・指標に適合し

ている。 

なお、保安林等制限林の指定施業要件は遵守されていることを確認した。 
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 ３－３－２／妥当である (向上目標付記) 

同森林組合では、「「認証森林」伐採・搬出作業マニュアル」を作成して、組合作業班、素材生産業者

に配布している。 

同マニュアルによる集運材方法は、各地の担い手の装備によるが、「対馬森林組合が定めた、森林管理

の基本方針及び生物多様性に配慮した施業指針等に基づき実施し、特に林地保全、河川汚濁防止、貴

重動植物の保護等に努める」ことを求めている。 

 

３－４．林業機械に用いる、燃料、オイルその他の汚染物質および農薬など化学物質が 

 水系に流出しないよう注意を払うこと。 

 

 ３－４－１／妥当である 

燃料・オイル類は、関係法令及び「作業現場における油類の取扱いマニュアル」に基づき、適切な管

理のもと使用している。 

林業薬剤は使用していないが、やむを得ず使用する場合は、森林病害虫等防除法及び「林業薬剤管理

マニュアル」に基づき、適切な管理のもと、最小限の林業薬剤を使用することとしている。 

 

３－５．林道等の開設に当たっては、水土保全に細心の注意を払うこと。 

 

 ３－５－１／妥当である 

同森林組合「施業指針」及び「作業路作設マニュアル」により「土質、地形に配慮した線形を計画し、

切土・盛土など土工量が極力尐なくなるよう」努めている。 

現地調査中に不適切な開設実態は確認されなかった。 

 

基準４ 森林生態系の生産力及び健全性の維持 

 

４－１．経済的、社会的、生態的な持続性に配慮し、森林資源調査等に基づいた森林管理計画を作成

し、適切な実行体制が整備されている。 

 

 ４－１－１／妥当である 

同森林組合「環境保全に関する基本方針」が示すように、森林の有する公益的機能を十分認識してお

り、人工林の８割を占める間伐適齢期にある林分の間伐を、最優先課題として位置づけて、森林機能

の回復と保全を目指して取り組んでいる。 

 

 ４－１－２／妥当である (向上目標付記) 

森林資源モニタリング調査によって得られる数値及び、間伐などの施業時に「対馬森林組合モニタリ

ング調査実施要領」にもとづいて行う標準地調査などの数値等をもとに、随時、資源データ等の補正

に努めている。 

対象森林の林齢構成(面積比)は、1～5 齢級で 18％、5～10 齢級で 67％、10 齢級以上で 15％と、間伐

期の林分が圧倒的に多い。そのため、間伐の繰り返しにより、長伐期施業林分への転換を図り、複層
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林も視野に入れながら、「幼・壮・老」のバランスのとれた林齢構成を目指すこととしている。 

 

４－２．伐採量は森林の機能区分別に指定された森林施業計画認定基準の範囲内であり、 適正に配

置されている。 

 大面積皆伐は避け、可能な箇所では、非皆伐施業を行う。また林産物資源の収穫は、 

 それが持続できるよう定められている。 

 

 ４－２－１／妥当である 

森林施業計画書の「森林の現況並びに伐採計画及び造林計画(以下:「伐・造計画)」に箇所毎の伐採方

法、伐採率、伐採面積・材積、伐採予定時期を含む収穫予定表が明示されている。 

対象森林の伐採計画は、森林施業計画認定及び資源構成等に照らして適切であり、その計画に基づき

伐採が行われていることを確認した。 

 

 ４－２－２／妥当である 

同森林組合の「施業指針」に伐採方法・伐期齢・伐採率、水土保全・生物多様性保全に配慮した技術

指針を明示している。 

対象森林においては、「針葉樹人工林は原則として長伐期施業とし、主伐は出来るだけ抑制して抜き伐

りを数多く行う、非皆伐施業を推進する」こととしており、パルプチップなどを目的とした広葉樹二

次林等の伐採に際しても、「１箇所当たりの伐採面積は、最大５ｈａ」、「伐採後の確実な天然更新を促

すため適切な保護樹林帯を残す」等の指針を設けている。 

 

 ４－２－３／妥当である (向上目標付記) 

認定された森林施業計画書の伐造計画に沿って、伐採を行っていることを確認した。 

なお、対象森林内厳原地区に 10ha を超える広葉樹二次林の伐採跡地がある。これは、前計画期に地

元のチップ生産業者によって、数年間に分散して伐採されたものである。 

保護樹帯の設置等、認証森林としては不十分であることから、同森林組合では、今後、業者に「同組

合施業指針」及び「「認証森林」伐採・搬出マニュアル」の遵守を要請していくこととしている。 

 

４－３．伐採後は計画期間内に確実に更新されていること。伐採跡地などの人工更新は、 施業の履

歴を踏まえて、適地適木の原則が守られていること。 

 

 ４－３－１／妥当である (向上目標付記) 

伐採と更新の状況は、「施業履歴」として保存されており、随時、施業状況が更新されていることを確

認した。 

また、更新期間は伐採後 2 年以内としており、市町村森林整備計画に準じている。 

 

 ４－３－２／妥当である 

更新方法、更新樹種、本数等の更新に関する技術指針は、同森林組合「施業指針」に明示している。  

更新箇所と箇所ごとの更新方法、更新面積、樹種、更新予定時期を含む更新予定表が「伐採計画及び
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造林計画」に明示されていることを確認した。 

 

 ４－３－３／妥当である 

人工更新の樹種は、適地適木を原則とし、長崎県推奨苗のスギ、ヒノキ、クヌギ、ケヤキ、コナラ等

を植栽することとしており、現地でも確認した。               また外来種は、過

去にテーダマツなどを導入した経緯はあるが、現在は無い。 

 

 ４－３－４／妥当である 

前記伐採地において、小区画ごとにヒノキ、クヌギ等を植え分けるなど、大面積の一斉造林とならな

いよう工夫していることを確認した。 

また、植付け後は、巡視等により枯損苗木の実態調査を行い、枯損苗木が確認された場合は、原因を

究明し、補植又は改植の措置を講じていることを確認した。 

 

４－４．天然林についても地域の特性を考慮し適切な森林管理計画が樹立され、的確な更新施業が行

われている。 

 

 ４－４－１／妥当である 

対象森林の 6 割を占める天然林は、薪炭林として利用されてきた広葉樹二次林が大部分である。尾根

筋などの保護樹帯に比較的高齢の天然林も残されているが、大径木は尐ない。 

生産林としての天然林は、主に特産のシイタケ用原木生産を目的としたものであり、森林施業計画の

「伐・造計画」に基づいて、積極的に天然林改良が行われている。 

 

 ４－４－２／妥当である 

対象森林では、シイタケ原木生産を目標とした育成天然林施業が行われており、対馬市森林整備計画

及び同森林組合「施業指針」に基づいている。 

更新については、「天然更新を原則とし、ぼう芽により更新を確保する場合は、ナラ類等の更新が確実

なものを対象とし、優良なぼう芽を発生させるため、樹液の流動期（６～８月）を避けて伐採するも

のとする。また、植え込みが必要な箇所・人工造林に適した箇所については人工造林を行う事が出来

ることとする」としている。 

 

４－５．期間内における保育計画が明らかであり、現地の実態に応じて適切に行われて 

 いる。 

 

 ４－５－１／妥当である 

同森林組合「施業指針」及び「施業方法別の施業体系図」を技術指針として、保育作業が実施されて

おり、林内の広葉樹等が適度に残されていることを確認した。 

 

 ４－５－２／妥当である 

「施業履歴」として記録されており、予定時期については、森林施業計画の「伐・造計画」に明示さ
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れている。 

 

４－６．目標林型への誘導に必要な間伐が適切に計画され、間伐が的確に実行されている。 

 

 ４－６－１／妥当である 

人工林の８割近くが、間伐(択伐)の必要な 5 齢級から 11 齢級までに集中しており、間伐はやや遅れ気

味である。 

同森林組合では、間伐を最重要作業として位置づけ、様々な制度を活用するなどして、独自の「提案

型(森林整備プラン)施業」を取り入れ、間伐推進に努めている。 

間伐計画は、「伐・造計画」に箇所と箇所毎の伐採率、数量、予定時期が明示されている。 

 

 ４－６－２／妥当である 

間伐の実行にあたっては、同森林組合「施業指針」と「施業方法別の施業体系図」を技術指針とし、

若齢期の保育間伐にあたっては、定性的な間伐を行い、収穫期の間伐にあたっては、３残１伐等の列

状間伐を取り入れて実行していることを確認した。 

なお、野生動物保護の観点から、「施業指針」では「有用広葉樹や野鳥等の営巣､探餌が確認された枯

損木等は､主林木の生長に支障のないかぎり残す」こととしている。 

 

 ４－６－３／妥当である (向上目標付記) 

人工林の下層植生が消失したような林分はないが、間伐はやや遅れ気味である。 

それは、役職員とも十分に認識しており、各集落での説明会を通じて「提案型施業」を行うなど、効

率的な間伐の推進に努めている。 

間伐の推進、きめ細かな森林整備を実施するための条件整備として、作業路の整備が急がれる。 

 

４－７．森林の病虫獣害に対する適切な防除・対策が図られ、農薬など化学物質の使用は、法令など

を順守し、かつ必要最小限の使途にとどめている。 

 

 ４－７－１／妥当である 

病虫獣害の防除に当たっては、森林病害虫等防除法を遵守するとともに、鳥獣保護法の鳥獣保護事業

計画に従っていることを確認した。             

なお、やむを得ず林業薬剤を使用する場合は、「林業薬剤管理マニュアル」に基づき、適切な管理のも

と、最小限の林業薬剤を使用することとしている。 

 

 ４－７－２／妥当である 

シカによる造林木の剥皮・食害が、増加傾向にある。 

生息状況モニタリング調査等の結果によると、生息数は約 49,000 頭と推定され、適正な生息数（目

標頭数：3,500 頭）へと誘導するため、特定鳥獣保護管理計画に基づいて捕獲規制の緩和などが行わ

れているが、依然として高い生息数にある。 

経営林における対策として、防護策の設置や造林木への枝条巻き付け等の予防策を実施している。 
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 ４－７－３／妥当である 

林業薬剤は使用していないが、林業薬剤を使用する場合は、森林病害虫等防除法及び「林業公社薬剤

管理マニュアル」に基づき、適切な管理のもと、最小限の林業薬剤を使用することとしている。 

 

４－８．山火事に対する適切な予防と被害への対処が図られている。 

 

 ４－８－１／妥当である 

巡視及びモニタリングについては、各支所の現場担当者が、各団地の巡視を行い、森林災害の被害状

況並びに森林の現状を報告する体制をとっている。 

森林作業による火災を起こさせないためには、現場作業者に対して「森林火災予防と発生時のマニュ

アル」を配布し、遵守するよう指導している。 

 

 ４－８－２／妥当である 

「森林火災予防と発生時のマニュアル」及び「対馬市火災消防緊急連絡及び出動フロー」によって、

消防署、地元消防団と連携をとって、訓練の実施、予・消防活動にあたっていることを確認した。 

 

 ４－８－３／適用除外 

近年、対象森林において森林火災は発生していない。 

 

基準５ 持続的森林経営のための法的、制度的枠組 

 

５－１．日本の全ての法律および日本が調印した全ての国際条約や合意を遵守すること。 

 

 ５－１－１／妥当である 

森林管理及び環境保全上必要な法令及び条例を遵守する事を確認した。 

 

 ５－１－２／妥当である 

「林野小六法」「環境六法」などの法令集が常備されており、いつでも参照できる環境が整えられてい

る。          

同森林組合において伐採届出書(写し)、保安林の伐採許可書等の合法性を担保しうる文書類が適切に

保管されていることを確認した。 

 

５－２．地域社会の法的あるいは慣習的な財産・資源などの利用権が尊重されている。 

 

 ５－２－１／妥当である 

対馬市内には、一部未整備の入会権が存在しているが、長崎県対馬地方局において、対馬市における

入会林野整備状況を確認したところ、今回の対象地には、未整備の入会林野は確認されなかった。 

その他、特に問題となる旧慣は、確認されなかった。 
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５－２－２／適用除外 

森林組合では、入会権相続の際など代表者を通じて、権利関係の把握に努めている。 

なお、入会権者と同森林組合との間で、問題となる事案は確認されなかった。 

 

５－３．管理計画の実行に当たり、雇用者、委託者や林業従事者に対して生物多様性や 

 労働安全などに関して適切な訓練と指導を行っている。 

 

 ５－３－１／妥当である （向上目標付記） 

同森林組合では、様々な技術研修に現業職員も含めて派遣してきており、担当職員の技術水準は高い。 

森林認証に取り組むに当たっては、「「認証森林」伐採・搬出作業マニュアル」、「対馬の希尐な野生動

植物リスト(森林)」及び「ツシマヤマネコ等保護対策マニュアル」を作成して、職員、作業班及び地

元素材生産業者に配布している。 

今後、森林認証及び分別・表示に関する説明会や研修を行っていくこととしている。 

 

 ５－３－２／妥当である 

労働災害防止のため「労働安全に関する基本指針」を定め、作業員に始業前の朝礼、リスクアセスメ

ントによる作業チェック等を義務づけている。 

なお、上記安全作業指導の他、「安全衛生大会」及び林業・木材産業労働災害防止協会の「安全講習会」

などに積極的に参加することを指導している。 

 

５－４．従業員に対する社会保障、必要な訓練の実施、健康と安全の確保を図られている。 

 ５－４－１／妥当である 

作業班員も含め、労働保険等の基本的社会保険に加入していることを確認した。 

 

 ５－４－２／妥当である 

森林組合で、安全衛生管理体制が組織化され、安全教育、安全点検、自主的安全活動が実施されてい

ることを確認した。 

 

基準６ 社会・経済の便益の維持及び増進 

 

６－１．緑の循環資源として、認証林産物を多様な用途に有効活用し、地元住民や利害関係者等との

連携を図り、地域経済の振興に努める。 

 

 ６－１－１／妥当である 

同森林組合では、森林認証に取り組むに当たって、地域や取引先の木材関係者を集めた説明会を開催

している。 

認証取得後は、地元の工務店などからなる「つしまの木で家を造る会」などと連携して、認証林材流

通システムの確立につなげ、「対馬ひのき」のブランド化を目指している。 
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 ６－１－２／妥当である 

同森林組合は、同時に、素材生産及び木材販売、木材加工所における分別・表示システムの認定も目

指しており、「認証林産物の分別・表示管理方針書」及び「分別・表示管理計画」を定め、「「認証林産

物」と、それ以外の林産物が生産・搬出、保管、出荷の各過程で混在しないように分別・表示管理を

担当する「認証林産物管理責任者」及び「現場担当者」を各部門に配置し、適正な管理体制を確立す

る」とし、需要者に適正に供給する体制を整えている。 

 

 ６－１－３／妥当である 

同森林組合は、円柱加工等木材加工にも取り組んでおり、製品は、対馬市管内の林道工事やレクリエ

ーション施設等に利用されている。 

また、作業路の作設の際にも、構造物等は、現地で調達することを基本としており、支障木や未利用

部材を有効活用していることを確認した。 

 

６－２．市民に自然に触れ合う機会/場所の提供に努めるとともに、入山者に対する環境教育、安全な

どへの指導および対策が整備されている。 

 

 ６－２－１／妥当である 

環境教育など市民参加の森づくりへの取り組みは、端緒に付いたところである。 

今後、行政や地元工務店関係者などと協力して、小・中学生をはじめとした青尐年に対して、自然の

大切さとふるさとへの愛をはぐくむための独自の森林・林業体験プログラムを開発していく計画であ

る。 

 

 ６－２－２／妥当である 

啓発看板を設置し、利用者に対して、山火事防止、ゴミの持ち帰り、動植物の採取など、森林でのマ

ナーを守るように、協力を求めている。 

 

６－３．森林レクリエーションや景観の維持に配慮した森林管理が必要な森林においては、適切な対

応がとられている。 

 

 ６－３－１／妥当である 

森林レクリエーションや景観の維持に配慮した森林管理が必要な森林は、地元市町森林整備計画の３

機能区分により「森林と人との共生林」としてゾーニングされており、その指針等により適切に整備

されていることを確認した。 

 

 ６－３－２／妥当である 

対馬全島の 13％が壱岐対馬国定公園に指定されており、対象森林内にも、第 1 種、第 2 種及び第 3

種特別地域が含まれている。 

これら国定公園地域や保安林での施業が、地域森林計画等の基準・規範に適合していることを確認し

た。 
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 ６－３－３／妥当である 

対象森林内の上対馬町舟志地区に「舟志地区森林公園」が設置されている。ここは、対馬一の紅葉の

名所として地元住民に親しまれ、施設としては、四阿、トイレ、遊歩道、説明板が設置されている。 

同森林組合職員も含めた地元ボランティアが、環境整備など運営に携わっている。 

 

６－４．文化的・歴史的に重要な遺跡や資源・社会的に価値の高い森林が保護されている。 

 

 ６－４－１／妥当である 

対象森林内の美津島町箕形、黒瀬には、文化財保護法の特別史跡「金田城跡」の指定地の一部が 2.39ha

含まれている。西暦 667 年に築かれた山城の跡で、全数キロにわたって、石垣跡などが残っている。 

なお、対馬では、「対馬の巨木と自然（対馬観光物産協会）」マップが発行されており、同森林組合も

情報提供に協力し、地域住民とともに保存に努めている。 

 

 ６－４－２／妥当である (向上目標付記) 

対象森林内に、「長伐期施業実施林」等の施業展示林が設けられていることを確認した。 

 

６－５．対象森林の管理・整備・利用が、地球温暖化防止の二酸化炭素吸収源として貢献できるよう

努めている。 

 

 ６－５－１／妥当である 

同森林組合では、森林の二酸化炭素固定能の向上には、適切な間伐の推進と間伐材利用率の向上が不

可欠との観点から、作業道の整備に努めており、作業道設置の際には、支障木を土留めなどの構造物

に有効利用している。 

 

 ６－５－２／妥当である 

同森林組合「環境保全に関する基本方針」を定め、温暖化防止の観点から化石燃料の使用削減に努め

ている。 

 

基準７ モニタリングと情報公開 

 

７－１．管理計画の実行状況としての影響を評価するためのモニタリングを、適宜実施すること。 

モニタリングの結果は、管理計画の実行及び改訂に反映され、必要に応じて見直しが図られている。 

 

 ７－１－１／妥当である（向上目標付記） 

対馬森林組合における巡視及びモニタリングは、現場担当者が各団地の巡視を行い、森林災害の被害

状況及び、森林の現状等を把握し、報告する体制をとっている。また、施業時には必ず、森林調査と

標準地調査が実施されており、その結果は、集積・報告されて、施業計画の変更や改訂時に活かされ

ている。なお、「対馬森林組合モニタリング調査実施要領」を定め、巡視時及び作業完了時のチェック

項目を設定している。 
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７－２．地方自治体などが全体の多様性を推測する指標生物群のモニタリングを行っている場合、そ

の調査に対する協力体制が整っている。 

 

 ７－２－１／妥当である 

対馬には、国内希尐野生動植物種に指定されているツシマヤマネコを始めとする固有の動植物が数多

く生息しており、環境省の対馬野生生物保護センターが設置されている。同森林組合は、地域森林の

守り手としても大きな期待を担っており、同センターなどが行う痕跡調査などのモニタリング調査に

積極的に協力している。 

また、長崎県が特定鳥獣保護管理計画に基づいて行っている「生息状況モニタリング調査」や県森連

の「森林資源モニタリング調査」に協力していることを確認した。 

 

７－３．対象森林に関する各種情報の記録を極力残すこと。施業を行った場合は、作業 

 種別、年度別、所在場所別に施業記録が残されている。 

 

 ７－３－１／妥当である 

「森林管理簿」に、施業履歴及び災害記録等のデータが記録されていることを確認した。 

 

７－４．森林管理計画とモニタリング結果は、情報の機密性を尊重するが、その概要については一般

に公開することを原則とする。 

 

 ７－４－１／妥当である 

同森林組合「環境保全に関する基本方針」において、「森林の施業履歴等、管理経営に関する情報は、

積極的に公開し、環境に配慮した木材を積極的に購入しようとする消費者に信頼される木材を供給す

る」とし、ホームページ等を利用して公開に努める計画である。 

 


